


















津市告示第１４０号 

 下記の者の平成２１年度後期高齢者医療保険料額決定通知書及び後期高齢者

医療保険料納入通知書は、住所居所不明等のため送達することができないので、

高齢者の医療の確保に関する法律第１１２条により準用する地方税法第２０条

の２の規定により公示送達する。                     

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部医療助成室で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。       

  平成２２年５月１２日                       

                      津市長 松 田 直 久   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 備考 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇  







津市告示第１４２号 

下記の者の平成２１年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法第７８条により準用する地方

税法第２０条の２の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険年金課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２２年５月１２日 

津市長 松 田 直 久   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 備考 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇   

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇  

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇  



津市告示第１４３号 

 下記の者の平成２２年度固定資産税・都市計画税納税通知書は、住所居所不

明のため、送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６

号）第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部資産税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申し出があればいつでも交付する。 

  平成２２年５月１４日 

                     津市長 松 田 直 久   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇 〇〇 

〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

大阪府東大阪市中小阪４４１番地 大興産業 株式会社 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 

大阪府大阪市生野区田島町五丁目３番１４号 大成 株式会社 



〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 

奈良県生駒市東生駒月見町１３２番の２９ 大阪産業 株式会社 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 
〇〇 〇〇 〇〇〇〇 

志摩市志摩町和具７８４番地１ 丸貞工業 株式会社 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

〇〇〇〇〇 
〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇〇〇〇〇〇〇〇

〇 
〇〇 〇〇 

〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 〇〇 〇〇 











津市告示第１４８号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４２

年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権で消

除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定によ

り、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に三重県知

事に審査請求することができます。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができます。 

  平成２２年５月１４日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２２年５月１４日 



津市告示第１４９号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４２

年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権で消

除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定によ

り、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に三重県知

事に審査請求することができます。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができます。 

  平成２２年５月１４日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２２年５月１４日 



津市告示第１５０号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４２

年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権で消

除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定によ

り、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に三重県知

事に審査請求することができます。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができます。 

  平成２２年５月１４日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２２年５月１４日 



津市告示第１５１号 

 住民基本台帳法（昭和４２年法律第８１号）第８条及び同法施行令（昭和４２

年法令第２９２号）第１２条第１項の規定により、次のとおり住民票を職権で消

除したので同条第４項の規定により告示する。 

 なお、この処分に不服のあるときは、住民基本台帳法第３１条の４の規定によ

り、当該処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に三重県知

事に審査請求することができます。 

 また、この場合においては、異議申立てをすることができます。 

  平成２２年５月１４日 

津市長 松 田 直 久 

１ 職権消除した住民票 

  住 所 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

  氏 名 〇〇 〇〇 

  生年月日 〇〇〇〇〇〇〇〇〇〇 

２ 消除した年月日 

  平成２２年５月１４日 










































































































